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総 合 教 育 会 議 会 議 録  

会議の名称 上三川町総合教育会議 

開催日時 
平成 ２７ 年 ４ 月 ２８日（ 火 ） 

午後 １時１３分開会 ・ 午後 ２時００分閉会 

開催場所 上三川町庁舎 3 階 中会議室 

議長（委員長・ 

会長等）の氏名 
町長 星野光利 

出席者（委員等）の 

氏名・出席者数 

星野光利 町長 

稲葉光子 教育委員長 

石戸照子 教育委員長職務代理 

櫻井定一 教育委員 

森田良司 教育長    出席者 ６名 

欠席者（委員等）の 

氏名・欠席者数 
欠席者 １名  清水智生 教育委員 

事務局職員 

の職・氏名 

総務課長 岸豊、課長補佐 星野光弘、秘書庶務係長 海老原昌幸 

生涯学習課長 瓦井治男 課長補佐兼スポーツ係長 黒須圭司、 

生涯学習係長 深谷昇、公民館係長 石濱富男 

教育総務課長 鶴見勉、課長補佐 枝淑子、学校教育係長 日野妙子 

会議次第 

１．議事 

① ｢上三川町総合教育会議設置要綱(案)｣について 

② 今後の計画について 

③ その他 

配布資料 
１．議事①に関する資料  

議事②に関する資料 

 

議  事  の  経  過 

発 言 者 議題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

教育総務課長 

 

 

 

星野町長 

 

 

 

 定刻より若干早いわけでございますが、本日の会議にご出席いただく

委員さん全員お揃いでございますので、只今から第１回の総合教育会議

を開会いたします。 

 始めに、星野町長よりご挨拶申し上げます。 

 皆さんこんにちは。第１回目の総合教育会議を開催いたしましたとこ

ろ、お忙しいところご出席いただきまして有難うございます。既にご案

内の通り、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律が、本年の４

月１日施行されました。今回の改正は、大きく区分けいたしますと、１
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秘書庶務係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点目と致しましては、経過措置はございますけど、教育委員長と教育長

を一本化した新教育長の設置、そして２点目は、教育長へのチェック機

能の強化と会議の透明化、そして３点目と致しましては、全ての地方公

共団体に総合教育会議を設置する。４点目と致しましては、教育に関す

る大綱を首長が策定するといった改正でございます。教育の政治的中立

性の確保を図りながら、新制度の基づいた上三川町の教育の方向性を導

きだしまして、教育の向上に努めてまいりたいと考えております。本日

は新制度に基づいた第１回目の総合教育会議を開催させていただきまし

た。設置要綱及び今後の本格的に議論させていただきます計画等をご協

議いただきたい考えでございますので、引き続きご協力くださいますよ

うお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、次に議事に入りたいと思います。これから先、着座にて進

行させていただきたいと思います。 

まず１番の上三川町総合教育会議設置要綱(案)について、総務課よりご

説明申し上げます。 

 総務課秘書庶務係長の海老原と申します。よろしくお願いいたします。 

着座にて、説明させていただきます。 

 それでは、上三川町総合教育会議設置要綱(案)について、事前に各委員

の皆様には資料をお配りして、お目を通されていただいているとはおも

いますが、各条項についてご説明いたします。資料１上三川町総合教育

会議設置要綱(案)に基づきましてご説明させていただきます。まず、要綱

の目的ですが、第１条において地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１条の４第１項の規定に基づき、町長と教育委員会が十分な意思疎

通を図り、町の教育の課題やあるべき姿を共有しながら、より一層民意

を反映した教育行政の推進を図る。強いては上三川町の教育に資するた

め、上三川町総合教育会議を設置するものでございます。 

 第２条では、総合教育会議の所掌事務と致しまして、法律の規定によ

るものでございますが、１つ目は上三川町の教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱の策定。２つ目が上三川町の教育を行うた

めの諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振

興を図るため重点的に講ずべき施策。３つ目が、児童、生徒等の生命又

は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込

まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置。以上３つの協議及び事務の

調整を行うものでございます。 

 組織でございますが、第３条で、会議は町長及び教育委員会をもって

構成するとしてございます。 

 第４条では、召集は町長が行い、議長とするとしております。ただし、

第２項にうたっておりますが、教育委員会においても、その権限に属す

る事務に関して協議の必要がある場合は、町長に召集を求めることがで
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

きるとしています。 

 第５条では、会議において協議に関し必要があると認めたときは、関

係者又は学識経験者を出席させて意見を求めることができるものでござ

います。 

第６条では、総合教育会議は公開するものとしております。ただし、

個人の秘密や公益上必要があると認めた場合は、非公開としております。 

 第７条では、議事録の作成及び議事録を公表することとしていること

でございます。 

 第８条では、会議における調整結果の尊重でございます。町長及び教

育委員会双方が合意した事項は、互いにその結果を尊重しなければなら

ないことでございます。 

 第９条では、会議の事務局についてですが、総合教育会議の設置及び

召集は法律において町長が行うものとされていることから、町長部局の

総務課としておりますが、但し書きにもございますが、この会議の開催

並びに大綱の策定等事務については、教育委員会事務局が町長部局の補

助執行する形で行うこととしております。 

 最後に、この要綱については要綱案の承認後、施行することとしてお

ります。以上で説明とさせていただきます。 

 説明がおわりましたので、ご質問等をお受けしたいと思います。 

「質疑等なし」 

 要綱については、案ということでございますが、承認をされるという

ことでよろしいでしょうか。 

「異議なしの声」あり 

 それでは、ご質問等もないようですので、要綱案の通り承認をすると

いうことで決定をさせていただきたいと思います。まず要綱でございま

すが、案の文字を削除願います。更に、最後の２枚目でございますが、

附則のところが平成２７年４月まで入っておりますが、本日の２８日か

らということで、２８日と記入をお願いしたいと思います。それでは、

上三川町総合教育会議設置要綱が承認されましたので、これより要綱第

４条の規定によりまして、星野町長に議事進行をお願いいたします。 

 それでは、規定によりまして議長を務めさせていただきますので、ご

協力をお願いします。 

 次の、今後の計画につきまして事務局よりお願致します。 

 それでは、お手元の右上に参考資料１という資料がございます。題名

は、教育委員会制度の見直し及び今後の計画でございます。別に教育委

員さん等につきましては、改正法律等については既にご案内の通りでご

ざいますが、本日第１回目の教育会議ということでございますので、確

認の意味で再度ご説明をさせていただきたいと思います。ます、平成２

６年６月１３日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律が成立いたしまして、冒頭、町長よりご挨拶がございました、
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本年の４月１日に施行されたものでございます。１の改正の趣旨につき

ましては、記載の通りでございます。改正の概要でございますが、２番

と致しまして、教育行政における責任体制の明確化でございます。これ

につきましては、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者（新教

育長）を置く。更には、教育長は、町長が議会の同意を得て、直接任命・

罷免を行い、任期は３年とするというものでございます。教育委員さん

につきましては、４年の任期は変わらず、でございます。更に、教育長

は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するというものでご

ざいます。これにつきましては、現在は経過措置期間中ということでご

ざいます。（２）の総合教育会議の設置、大綱の策定でございます。これ

が、法改正の中の大きな点でございまして、町長が総合教育会議を設け

る。町長が召集をし、構成としては町長と教育委員会により構成をする

というものでございます。町長は会議において、教育委員会と協議をし、

政府が定める教育振興基本計画を参酌いたしまして、教育の振興に関す

る施策の大綱を策定するというものでございます。なお、会議につきま

しては、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策や緊急の

場合に講ずべき措置について協議・調整を行うというのが、教育会議の

内容でございます。更に、３点目と致しましては、国の地方公共団体へ

の関与の見直しということで、いじめによります自殺の防止、更には、

児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の必

要性がある場合には、国から教育委員会に対して指示することができる

ことが明確化されたものでございます。（４）に致しましては、先ほどご

説明いたしました経過措置でございます。３の今後の計画でございます

が、地方教育行政の改正に伴いまして、町長部局との調整を図りながら、

次の項目について処理をするものでございます。まず一番大きな点と致

しましては、法の第１条の３関係でございますが、大綱の策定でござい

ます。教育の振興に関する施策の大綱の策定及び教育基本法第１７条に

よる教育の振興のための施策に関する現計画との関係でございます。こ

れにつきましては、案１として書いてありますが、上三川町上位計画で

あります総合計画、更には上三川町学校教育の方針等に基づいた計画を

基に、整合性を図りながらこれをもって、大綱に代えるというような方

法が第１点目でございます。更に案２としましては、総合計画等上位計

画とは別に、新たに大綱を策定するというような、この２つの案が、現

在大綱策定においては検討される項目であろうと考えております。更に

は、総合教育会議の運営につきましては、先ほど要綱の中でも総務課の

方から説明がありましたが、本来、町長部局が教育会議を開催し大綱を

策定するということになっておりますが、教育行政の振興等がございま

すので、本町に於きましては、教育委員会事務局が補助執行するという

形で、今後進めさせていただくものでございます。 

 更に、別冊の右上の参考資料２でございます。総合教育会議について
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の内容でございます。まず、総合教育会議の位置づけにつきましては、

先ほど法律の改正がありまして、全ての地方公共団体において設置をす

るというようなものでございます。この、教育会議につきましては、町

長と教育委員会との対等な執行機関同士の協議・調整の場でございます。

教育に関する予算の編成・執行や条例提案など町長の権限に有する事項、

更には、教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やある

べき姿を共有し、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るという

ようなことから、教育会議を設置をする位置づけとなってございます。

運営等につきましては、重複しますが、会議の招集につきましては、町

長が原則召集をする。ただし、教育委員会が召集を求めることもできる

というような内容でございます。会議につきましては、原則公開という

ことになっております。更には、議事録につきましては、より細かい会

議録を作成をするということでの、公表の現在は努力義務が課せられて

いるというようなものでございます。協議の内容につきましては、教育

に関する大綱の策定やその変更に関する協議のほか、教育の条件整備な

ど重点施策の協議や、児童、生徒等の生命又は身体の保護や緊急の場合

に講ずべき措置に関する協議を行うこととされております。協議・調整

の結果でございますが、町長と教育委員会は、ともにその結果を尊重す

るというようなことでございます。会議の庶務についきましては、先ほ

どご説明したとおり教育委員会事務局が補助執行いたします。更に、そ

の他でございますが、地方教育行政の改正施行後、自動的に設置される

ものではなく、この教育会議につきましては、会議運営等に関し必要な

事項を定めることとされておりますので、先ほど要綱等をご承認いただ

いたものでございます。 

 更に、法的な位置づけについてご説明いたします。別冊の文部科学省

初等中等教育局長の通達でございます。その通達の中の９ページをご覧

いただきたいと思います。まず、第四の総合教育会議でございます。こ

れが、改正法の概要ということで、会議の設置、構成員というようなも

のでございまして、会議の協議事項、再度申し上げますが、（２）でござ

いますが、総合教育会議においては、大綱の策定に関する協議、教育を

行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文

化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議、児童、生徒

等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は、まさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置について協議、

並びにこれらに関する構成員に事務の調整を行うとういような文言、非

常にしつこい書き方をしておりますが、教育全般にわたる協議・調整を

するというような内容でございます。その下の（３）でございますが、

調整の結果の尊重義務ということでございます。先ほど申し上げました

総合教育会議におきましては、決定をする等いうような事項ではござい

ませんので、協議・調整をするというのが総合教育会議の目的でござい
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ます。その関係がございますので、（３）の尊重義務というのがついてお

ります。これについては、調整の結果を尊重していこうということで、

法第１条の４第８項に記載のされているものでございます。（４）につき

ましては、先ほどご説明しました、会議の公開と議事録の作成、公表等

でございます。 

 更に、ページを戻っていただきますと、先ほどご説明いたしました総

合教育会議では、まず大綱の策定というのがございます。大綱の策定に

つきましては、お手元の資料の 6 ページをご覧いただきたいと思います。

6 ページの第三 大綱の策定でございます。これが改正になっているもの

で、地方公共団体の長、町長は教育基本法第 17 条の第 1 項と、これがあ

るのは、国が策定しております教育振興基本計画という国の計画でござ

います。この基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じて、地方公

共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め

るというような内容でございます。7 ページの（１）大綱の定義でござい

ますが、大綱につきましては、地方公共団体の教育、学術等詳細な施策

について策定することを求めるものではないというような内容でござい

ます。あくまでも、大綱として策定をするというようなものでございま

して、詳細な施策については、大綱の他に、別に個別の施策を策定して

いくというようなことでございます。更に大綱は、教育基本法に基づき

策定されている国の教育振興基本計画における基本的な方針を参酌して

定めることとされておりまして、地方公共団体の長は、地域の実情に応

じて大綱を策定するというようなものでございます。更に③につきまし

ては、国の第 2 期教育振興基本計画、これは 25 年 6 月 14 日に閣議決定

をしている計画でございますが、その計画の主に第 1 部及び第 2 部の中

の成果の目標の部分が、大綱策定の際に参酌すべき主たる対象となると

いうものでございます。④につきましては、大綱の期間でございますが、

法律では期間は定められていないものでございますが、地方公共団体の

長、これは町長の任期が４年であるというようなことから、国の基本計

画の対象期間は５年ということに成っておりますが、本町の大綱の期間

については、４年から５年程度想定して策定をするというようなもので

ございます。なお、策定期間中につきましても、見直し等は随時できる

というようなものでございます。その７ページの下の（２）でございま

すが、具体的な大綱の記載事項でございます。これが今後作業をしてい

く基本的になるものでございます。まず、①番としてでございますが、

主として学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放

課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充

実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項につい

ての目標や根本となる方針をまず考える、というようなものでございま

す。次ページでございますが、大綱につきましては、教育行政における

地域住民の意向をより一層反映させるというようなことから、地方公共
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団体の長が策定するものとしておりますが、教育行政に混乱が生じるこ

とがないよう、教育会議において町長と教育委員会が十分に協議・調整

を尽くすというようなものでございます。更に③といたしましては、町

長と教育委員会が協議・調整の上、調整がついた事項につきましては、

当然のことながら地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重義務が

かかるというようなものでございます。なお、会議で調整した方針に基

づいて事務執行を行った結果、大綱に定めた目標を達成できなかったと

いう場合においても、尊重義務違反には該当しないというような注意事

項もついているものでございます。更に、④といたしましては、地方公

共団体の長、町長が教育委員会と調整のついていない、本来はないこと

ではございますが、調整がつかなかった事項つきまして大綱に記載した

としても、教育委員会は当該事項を尊重する義務を負うものではないと

いうことで、協議・調整の場でございますので、この辺については十分

協議・調整をいただきまして、この④が生じないようお願いしたいと思

います。なお、飛びますが⑥番でございますが、大綱においての注意事

項でございます。地方公共団体の長の権限に関わらない事項、これは教

育委員会の専権事項でありますが、教科書採択の方針、教職員の人事の

基準等について、教育委員会が適切と判断して記載することも考えられ

るということで、これを記載するというはっきりしたものではございま

せん。教育委員会の判断で、こういったものも記載することができると

いうようなものでございます。 

以上が、法改正に基づきます総合教育会議のあり方、及び今後の大綱

策定におきます計画等でございます。 

 説明が終わりましたので、ご質問ご意見等をお伺いいたします。 

 ３ページについてですが、（３）の、新教育長の代理ということと、（４）

の内容の説明をお願いしたいのですが。 

 それでは、先ほど町長の挨拶及び説明の中でありました経過措置の関

係でございます。まず、法律の改正におきましては、本年４月１日から

施行されておりますが、法律が施行された段階で、現教育長の任期があ

る場合、森田教育長につきましては平成２８年１１月９日までの任期で

ございます。この平成２８年１１月９日までの任期中においては、現行

をそのまま適用させるというような経過措置がございます。平成２８年

１１月９日までの経過措置の内容と致しましては、この記載されており

ます、先ほど櫻井委員の方からありました教育長の職務代理につきまし

ては、現在の教育委員会の中では、教育総務課長が教育長の職務代理を

するというような規定になっております。これは、教育長の任期中にお

いては、現行のままでいくというようなことであります。２８年１１月

９日、これは教育長の任期が切れた後、新教育長が任命をされる場合に

おきましては、この改正法律が適用になってくるといようなことから、

新教育長につきましては、任期は先ほど言った３年で、尚且つ教育長の
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職務代理につきましては、教育委員の中から選ぶということになってお

ります。その際には、新教育長ができた場合には教育委員長職はなくな

るということから、教育委員さんにつきましては教育委員さんというこ

とで、委員長及び職務代理の職は外れるというような事になります。た

だし、教育長の職務代理者については、教育委員の中から選任するとい

うようなことになってくるものでございます。これは、２８年１１月９

日までの期間中、その中で、もし教育長の任命等が生じた場合にはその

時点で、即切り替わるというようなことから、本年の４月１日から２８

年１１月９日までの期間であっても、途中で教育長を新たに町長が任命

するというようなことで、替わるということがございます。ただ、今の

段階では経過措置としましては、最長、今の森田教育長の任期が２８年

１１月９日までということでありますので、その期間までは、経過措置

が適用になってくるというような内容でございます。以上です。 

 よろしいでしょうか。 

 その、代理の方に、教育長代理ということで、かなり重大な勤務とい

うかそういったことが発生すると思うのですが、そういったところ当然

我々教育委員も予測していることではあるが、あくまで素人的なところ

がありまして、重大な教育長の代理ということが形だけでも果たせるの

かなという、非常に今から心配というか心もとないものですから、その

頼りない委員を支える後ろ盾といいますか、そういったものがしっかり

とあればいいのかなと思います。 

 現在は、教育総務課が教育長の代理をするということになっておりま

すが、新たな教育長については、教育委員さんの中からということで、

特にその新教育長につきましては、常勤という勤務体系に変わります。

その教育長の職務代理ということになると、教育委員さんにおいては、

常勤で来て頂くということになります。非常にその内容としては、今、

櫻井委員さんが言われたように大変なのは、全て教育長が頭に立つとい

うことになるので、教育委員会のトップは教育長ということになってき

ますので、職務内容についても多岐にわたるということで、職務代理を

される教育委員さんについては、非常にご苦労されるということだと思

いますが、ただ、その法律の改正があって事務局が代理をできないとい

うのが一つあるものですから、これは教育委員さんで職務代理をしてい

ただくのに、加えて当然ながら事務局としては、その教育委員さん代理

の方に付き添って事務を進めて行くというのは当然だと思いますが、そ

れについては、後々町長が、今度教育長を任命する段階で、当然その職

務代理もその時点で決めるというのがあります。そういったことから、

教育委員会事務局職員の強化をその段階で町長に諮っていただくという

のが本来一番いいのかなと思いますけれど、これについては、町長の専

権事項でありますので事務局職員としては何も言うことができないもの

ですから、総合教育会議の中で委員さんの方から町長に要望していただ
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くというのが一番いいのかなと思いますが、非常にその職務内容として

は、かなり大変になってくるのは確かです。 

 有難うございました。 

 教育長の職務代理も町長が決めるのですか。 

 これは、教育委員の中で決めてもらいます。 

 関連して、この（３）の②あたりのところで、職務代理者が自ら事務

局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、その職務

を教育委員会事務局に委任することが可能であるというあたりのところ

の運用になってくる。そういうことも出て来るのかなと思われます。 

 他にございますか。 

 委員長さんいかがですか。 

 それでは、８ページの②にあります、②の３行目の後半ですが、地方

公共団体の長と教育委員会が十分に協議・調整が仕切れなかった時、意

見が違ってまとまらなかった時は、最後まで話し合いで以って解決され

るというふうに解釈してよろしいでしょうか。 

 先ほども説明させていただきましたが、今回の教育会議については、

協議・調整をするという会議でございまして、ただ、協議・調整をした

がまとまらなかったという時の例で申し上げますと、これについては、

教育委員会が協議に了承していなかったものについては、その了承した

ところまで教育委員会が実施をしていく。協議で調整がついていないも

のについては、教育委員会ではそのものは調整できていないということ

で実施はしない。簡単に言いますと、そういった内容になるものでござ

います。ただ、尊重するというようなことも必要かなと思いますが、尊

重する義務を負うものではないというのも、④のところでは書いてある

ものですから、これは、最終的には十分な協議・調整をした段階で、大

綱等に記載をし、実施をしていくというようなことになろうかとは思い

ますが、当然こういった協議の場でありますので、調整が全てつくもの

ばかりではないとは思いますが、それについては、最終的には回数を増

やして協議・調整がつくように進めさせていただきたいというのが事務

局としての考えでございます。 

 最善を尽くすということですね。 

 はい。 

 石戸委員何かございますか。 

 特にはありません。 

 それではとり合えず、その他に行かせていただいて、また何かあれば

その都度で結構ですから。その他について事務局の説明をお願いします。 

 それでは、その他ということでございます。本日の会議資料の中に、

既に県内で施策の大綱を策定した市がございます。お手元にございます

コピーをしたものでございますが、平成２７年に４月でつくりました小

山市の教育の振興に関する施策の大綱というのを同封させていただいて
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おります。これが、県内でおきまして４月２日に小山市は教育会議を開

いております。その際に、事務局がこれは教育会議の方に提案をし、そ

の段階で了承をされたものでございます。小山市につきましては、今後

総合教育会議の持ち方としては、この大綱を基に協議をかけていく。更

に、変更等があった場合には見直しもこの大綱を基に実施をしていくと

いうような進め方をするそうでございます。参考までに、県内ではあま

り大綱をまだ作っている市町がないものですから、参考となるのがこの

小山市の分でございますので、参考までにお手元に送付をさせていただ

きました。これらを基に、本町におきましても同じような内容で大綱を、

今後事務局として検討をしていきたいと考えているものでございます。

更に付け加えますと、現在、第７次総合計画の基本構想、これは骨子で

ございますが、骨子案が既に事務局の中では提示をされたところでござ

います。この基本構想については、２８年から３７年までの１０年間と

いう内容での第７次総合計画でございますので、計画の骨子案等も参考

にいたしまして、今後大綱の方に進めて行きたいと考えております。ど

ういったものが大綱として相応しいのか、まだはっきりとした形ができ

ておりませんので、まずは、本日事務局と致しましては、総務課と教育

委員会の２つの課が出席させていただいておりますので、この事務局で、

まずは協議・検討させていただきまして、大綱案的なものを作成させて

いただきまして、その作成がある程度まとまった段階で、次回に提出を

させていただきたいと考えております。なお、事務局で作成したものを、

事前配付という形を取らせていただきますので、委員さんが了承してい

るものではございませんが、たたき台というようなことで今回同様資料

が出来しだい送付をさせていただいて、第２回目の総合教育会議を開催

させていただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。事務局の方からは、その他については以上です。 

 よろしいですか。大綱というのは、小山市のものを見てもつかみにく

いというか、幅広すぎて頭に入らないというか。やっぱり一番メインに

なるものをドンと出していただきまして、言葉遣いなんかは平坦ですけ

れども誰が読んでもわかりやすく、短く、抽象的ではない、心に訴えか

けるような難しくないものにしていただきたいと思います。 

 はい、ではそのようなことで、案という形を作らせていただきます。 

 他にございますか。 

先ほど、教育総務課長の方から説明があったように、来年は第７次総

合計画という町の一番基本となる計画を策定していく、今その策定作業

中です。それと併せて地方創生ということで総務省から来ているもので

すが、地域を活性化させる、人口減少に歯止めをかけるとか、そういっ

たところには子育てとか、その教育とかなんかをみて、この町を選んで

くださって、住んでくださっている方が今までもいるわけなので、第７

次総合計画また地方創生の件、そういったところとリンクさせるのは、
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よく調整していただいて事務局の方で、これはまとめてくるということ

なので、またその時ご協力いただくということで、よろしいでしょうか。 

では、とりあえず事務局にお返しいたします。 

それでは、その他の件も終わりましたので、以上を持ちまして第１回

の総合教育会議を閉じさせていただきたいと思います。お世話になりま

した。 

 

以下余白 

 

   

 

        


